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山内幼稚園は小学校に併設し、現在５歳児２クラスで、午後の預かり保育も行っています。緑豊かな園庭

に恵まれており、子ども達は伸び伸びと園生活を過ごしています。また、園の周辺には市運動公園、自治会

等の施設も充実しており、園外保育の場として活用しています。 

いよいよ４月から幼稚園での集団生活が始まります。新しい園生活は保護者の皆様やお子様にとって期待

と不安があるかと思いますが、保護者の皆様と連携をとりながら、子どもたちが毎日元気に園生活を過ごす

ことができるよう努めていきたいと思います。    

お子様のご入園を職員一同、心待ちにしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も う す ぐ 幼 稚 園 

   

  ＜受付で提出するもの＞         

   １ 入園願書 

   ２ 誓約書 

   ３ 健康診断書（様式第 8号（第 13条関係）） 

   ４ 園児家庭調査票 

   ５ 幼稚園給食申込書 

   ６ 幼稚園給食実施に伴うアンケート調査について 

   ７ 令和 6年度緊急連絡カード 

   ８ 令和 6年度新年度教材費（4,600円） 

   ９ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書（兼現状届） 

      ※預かり保育利用者のみ 

 

  ＜面談で提出するもの＞         

   １ 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度加入同意書 

     (本日の資料より) 
 
   

 本日は、入園説明及び面談にお越しくださり、ありがとうございます。 

これから、お子様が楽しい幼稚園生活を送れるように、職員一同サポートさせ

ていただきます。幼稚園への入園や給食、預かり保育等に関してのご質問、その

他気になることやお困りのことがございましたら、どうぞお気軽に幼稚園まで 

お問い合わせください。 

   山内幼稚園 ＴＥＬ：０９８－９３３－６５６１ 
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１ 本園の教育目標 
幼稚園では、幼児が楽しく遊ぶ園生活の中で多様な体験を通して豊かな感性、創造性を育み、幼児期に  

ふさわしい生活が展開され、生きる力の基礎となる心情・意欲・態度の育成を目指します。 

 

 

 

 

  

 

目標 
 幼児期の終わりまでに  

育って欲しい姿 

明
る
く
元
気
な
子 

・親しみをもって日常のあいさつをする。 

・友達と身体を動かし元気よく遊ぶ。 

・食への興味関心を持ち、みんなで楽しく食べる。 

・身の回りを清潔にし、自分の体を大切にする 

・健康な生活に必要な生活習慣や態度を身に付ける。 

 （早寝・早起き・朝ごはん） 

・園のきまりを守り、安全に行動する。 

 (危険な場所や遊び方、災害時の行動の仕方が分かる) 

○健康な心と体 

○自立心 

 

 

よ
く
聞
き
考
え
る
子 

・人の話を注意して聞き、相手に分かるように話す。 

・絵本や物語に親しみ、想像して楽しむ。 

・自分の考えや感じたことを様々な方法で表現する。 

・遊びの中で様々な発見を楽しみ、考えたり試したり 

工夫したりして遊ぶ。 

・友達の考えなどに触れ、新しい考えを生み出す。 

・日常の生活の中で言葉や文字、数量や図形などに 

関心をもつ。 

○思考力の芽生え 

○豊かな感性と表現力 

○言葉による伝え合い 

○数量や図形、標識や 

文字などへの関心・

感覚 

 

仲
良
く
遊
ぶ
子 

・友達のよさに気付き、一緒に活動する楽しさを味わう。 

・友達と共通の目的に向かい、工夫したり協力したり  

する。 

・楽しく生活する中で、きまりの必要性に気づき守ろう 

とする。 

・いろいろな遊びに興味や関心をもって取り組み、 

やり遂げようとする。 

・身近な自然や生き物と触れ合い生命の尊さに気付き 

いたわったり大切に世話をしたりする。 

・地域や身近な人に親しみ感謝の気持ちを持つ。   

○自立心 

○協同性 

○道徳性・規範意識の 

芽生え 

○社会生活との関わり 

○自然との関わり生命

尊重 

 

 

教育目標 

◎明るく元気な子（体育）  ◎よく聞き考える子（知育）  ◎仲良く遊ぶ子（徳育） 

学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等 

 

知
識
お
よ
び
技
能
の
基
礎 

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
基
礎 

指 標 
育みたい 

資質・能力 
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２ 園の目指す姿 

＜目指す幼児像＞ 

○山内っ子３ヵ条 

１．山内っ子は、元気で明るく、進んで遊ぶ子 

    ２．山内っ子は、考えたり試したり、粘り強く頑張る子 

３．山内っ子は、思いやりがあり、みんなで仲良く遊ぶ子 

 

＜目指す幼稚園像＞ 

○心温まる幼稚園 

・子ども一人一人が自己を発揮し、心から楽しいと思える幼稚園 

     ・子どもと教師、保護者が理解し合い協力し合える幼稚園 

     ・明るく活気にあふれ、地域に開かれた幼稚園 

 

＜目指す教師像＞ 

  ○心温かい教師 

・一人一人の子どもとの触れ合いを大切にし、子どもと共に感動し合える教師 

     ・保育のあり方を創意工夫し、子どもにやる気を起こさせる教師 

     ・子どもの良さや可能性を見つけ、それを伸ばしていく教師 

     ・常に自己研鑽に努め、幅広い見識を持ち、成長する教師 

・教師としての誇りと情熱をもち、喜びと生き甲斐の持てる教師 
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３ 幼稚園で行われる主な行事予定 
幼児期は、様々な出来事に出会う中で多くのことを感じ取り、感性を豊かにしていく時期です。園生活の

中で、驚き、喜び、悲しみなどを体験することで感性が育っていきます。 

そこで、幼稚園では様々な行事を計画しています。１年間楽しい園生活を過ごすことができるように、  

保護者の皆様のご協力を宜しくお願いします。 

[○主な園行事  ◎保護者参加行事  □次年度関係] 

学期 月 行  事  内  容 

１ 
 

学 
 

期 

４月 

◎入園式 ○預かり保育開始 ○園内外めぐり ○発育測定 ◎家庭訪問 

○夏野菜植え付け ○交通安全教室 ◯命の安全教育① ◎誕生会(月 1回)  

○こいのぼり集会 

５月 

○春の遠足(南桃原公民館) ○給食開始 ○弁当開始 ○歯科検診 ○体育活動開始  

○避難訓練①(不審者） ◎保育参観及びＰＴＡ総会 ○尿・ぎょう虫検査  

◯地域めぐり ○地域めぐり(山内自治会) ◯内科検診 ◎誕生会 

６月 
○よい歯の表彰 ◎絵本の読み聞かせ開始 ○絵本貸出し ○プール遊び開始  

○平和集会 ◎給食参観及び講演会 ○食育集会 ◎誕生会 

７月 
○七夕集会 ◯命の安全教育② ◯中学生と交流 ◎地域別懇談会及び自由保育参観  

◎誕生会 ○一学期前半終了 ○夏季休業開始    

８月 ○夏季休業 ◎絵本貸出(毎週金曜日)   

９月 
○一学期後半開始 ○実習生受け入れ ◎誕生会(8 月) ○発育測定 ○山内消防署見学 

○避難訓練②(火災)◎祖父母参観 ○視力・聴力検査 ◎誕生会(9月)  □就学時健康診断  

10月 
○おまつりごっこ ○ジャガイモ植え付け ◯山内保育所と交流 ○一学期終業式  

○秋季休業 ○二学期始業式 ◎山内小・幼運動会 ◎誕生会 ○秋の散歩（南桃原公園） 

２ 
 

学 
 

期 
 
 
 
 

11月 
○沖縄市防災訓練③（火災・地震） ○秋の遠足(子どもの国）  ○３年生との交流 

◎個人面談及び自由保育参観  ◎誕生会 

12月 
◎生活発表会 ◯図書館へ行こう① ○修了記念写真撮影 ◎誕生会 ○お楽しみ会   

○年賀状投函 ◯暮れの街見学(南桃原自治会) ○二学期前半終了 ○冬季休業  

１月 

○二学期後半開始 ○ムーチー作り ◯図書館へ行こう② ◎親子製作 ◎誕生会 

○地域めぐり(山里自治会) ○５年生と交流  ◯避難訓練④(火災)  

◯保育所と交流 

２月 

□新一年生入学説明会 ○節分（豆まき） ○お別れ遠足 ◯命の安全教育③  

○ジャガイモ掘り ◎誕生会 ◎ＰＴＡ会計監査・理事会  

◎保育参観及びＰＴＡ総会、学級懇談会 ○１年生との交流保育（おまねき会）  

◯図書館へ行こう③ □新幼稚園児入園前面談・説明会  

３月 ○ひな祭り会 ◎誕生会 ◎修了式 ○春季休業 ○預かり保育終了 

年 間 
○保育園・小学生・中学生と交流 ○図書館へいこうよ(年３回)※小学校図書館利用 

◎PTA作業(年３回程度) 

毎 月 
◎誕生会（誕生児の保護者参加） 

◎保護者による絵本読み聞かせ…６月より 
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４ 日課表・週行事 
曜日 

時間 
日課 月 火 水 木 金 

8：15 
～8：30 

○登園  ※安全点検・安全指導        

 ・あいさつを交わす、所持品の片付け、出席ノートにシールを貼る 

○朝の会 

 ・健康観察、出席確認、学級でのひと時                    

○保護者の 

読み聞かせ 

○絵本貸出 

9：00 ○朝の活動 

 ・園庭の清掃、栽培物や飼育物の世話 

○好きな遊び             ○体育活動（水曜日） 

 ・園庭や室内で主体的に遊ぶ      ・小学校体育利用     

 ・片付け、着替え           ・小学校プール利用（6、7月） 

10：30 ○学級活動                    ◇預かり担当職員勤務開始 

 ・学級で様々なことに取り組む              

・課題活動（季節・行事）  

 ・誕生会の準備（司会、プレゼント等）     

・山内っ子の会（集会）         

11：30 

 

○給食 

・準備、配膳 ・当番活動 

○弁当準備 

○食事 

○片付け 

○帰りの会 

○給食 

・準備、配膳 

12：00 ○食事 ○食事 

13：00 ○片付け（清掃） ●降園 ○片付け 

13：20 ○帰りの会 

 ・一日の振り返り、明日の予定、安全指導（降園時・週末） 

・降園準備（週末は上履き持ち帰り）●月1回(第3又は第2金)教材研究 13：30降園 
14：00 ●降園   ●降園 

 

 

 

 

 

 

16：45 

18：30 

18：45 

◎預かり保育開始 

 ・出席確認 

 ・午睡（夏休みまで） 

 ・おやつ、清掃 

 ・自主活動 

 ・帰りの会、降園準備 

・園児順次降園  

◇職員勤務終了 

 ・保護者への対応 

◎預かり保育終了（完全降園） 

・清掃、記録 

◇預かり保育担当職員勤務終了 

  ○5月 7日（火）より通常保育開始【月・火・水・金：給食、木：弁当】 

○水曜日は体育活動（小学校体育館利用・6月～7月小学校プール利用） 

○金曜日は絵本貸出、保護者による読み聞かせ   

 

◇職員の業務 

・保育室の環境構成、教材準備 

・保育の振り返り、記録 

・保育カンファレンス 

 ・学級事務、学級通信、教材研究 

・園庭環境整備 

 ・公務分掌（図書・備品・予算等） 

・保護者への対応（相談）   
・預かり保育代替、サポート 

＜木曜日＞ 

・週案、園だより等打ち合わせ 

・行事計画、準備 
・園内研究 ・園内外研修 等 
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５ 教育時間について 
  ○４月１１日（木）～４月１２日（金）・・・８時１５分～１１時 

○４月１５日（月）～５月 １日（水）・・・８時１５分～１２時 

○５月２日（木）「春の遠足・弁当」 ・・ ・８時１５分～１２時３０分 

 

                              

 

※８時１５分に園児受入れです。お子様が一人で座って待てるようになるまでは、受入れ時間まで 

一緒に待つようお願いします。（８時以前は一人で待たせないようお願いします） 

   ※行事、その他の都合により保育時間を延長、または短縮することがあります。降園時間などの変更

がある場合、毎月の園だより等でお知らせします。   

   ※月 1回教材研究のため第３金曜日(又は第２金曜日)は、１３時３０分降園(園だよりでお知らせ)。 

   ※土曜・日曜・公休日は休園です。 

 

６ 登園・降園の安全確保について 
 (１)登降園の道順は、必ず子どもと一緒に歩き確認しましょう。 

   ※道路の歩き方、横断の仕方、信号の見方などを教えましょう。 

 (２)安全面を考慮して、入園当初は毎日送迎をお願いします。 

※慣れてきて一人で登降園する場合は、道順の確認や安全面の約束を充分に行ってください。 

※一人で登降園する場合は、必ず事前に担任まで連絡してください。 

 (３)欠席する場合は、欠席届を提出するか、電話、FAX等で必ず園に連絡してください。 

 (４)知らない人に「車にのらないか」「面白いゲームがあるよ」「犬を一緒にさがして」「お母さんに頼ま

れたから一緒に行こう」などと声をかけられても、誘いにのらないように親子で話し合いましょう。 

   ＜「いかのおすし」の約束＞ 

   いか行かない の乗らない お大声を出す すすぐ逃げる し知らせる 

 (５)遊びに行く時は「どこで」「誰と」「何時に帰るのか」を家の人に言ってから遊びに出かけるように  

習慣をつけましょう。 

 (６)寄り道をしたり、カバンをもったまま遊びに来たりした子には、一度家に帰ってから遊ぶように声を

かけてあげましょう。 

 (７)危ない遊びをしている子を見かけた時は、どの子にも声をかけてあげましょう。また、園にもご連絡

ください。 

★ご協力お願いします 

○ともだち文具付近からの幼稚園側のスクールゾーンは、朝の７時から９時までの間、園児・児童の

登校園時間です。その間、職員駐車場より先には車で進入しないようお願いします。その他の時間

も十分ご配慮ください。（添付１をご参照ください） 

○アパートや横断歩道付近への駐車はご遠慮ください。園児や他の歩行者が危険になります。 

○雨天の日は、安全面から、園児は雨合羽（レインコート）で登園させてください。 

 

◎５月７日（火）から通常保育 

【月・火・水・金】・・８時１５分～１４時（給食） 

 【木】・・・・・・・・８時１５分～１３時（弁当の日） 
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７ 通園時の服装について 
 (１)服 装・・・・活動しやすく、汚れてもかまわない服装  

         （ロングスカートや服にひもや飾りが多い服は活動をさまたげます。） 

 (２)靴下、靴・・・履きやすく動きやすいもの 

（ひも靴は結べるようになってから履かせてください。）         

 (３)帽 子・・・・園指定のカラー帽子（クラス帽） 

 (４)名 札・・・・園指定の名札 

         （４月までは、家庭で付け外しの練習をお願いします。５月から園で保管します。） 

  ※園には、玩具やキャラクターシール、お菓子等を持たせないでください。 

  ※マニキュアや染髪、ピアスは控えてください。また、ブレスレットやネックレスは遊ぶ時に危険です。 

８ 入園までに準備するもの 
 (１)かばん・・・・色などに指定はありませんが、リュック型が安全です。 

          ※おもちゃになるようなキーホルダーや装飾をつけないでください。 

 (２)上履き・・・・バレーシューズ、又は体育館シューズ。 

(３)上履き入れ・・指定はありません。金曜日にうわばきを入れて持ち帰り、洗って月曜日には持たせて

ください。 

 (４)体育着・・・・半そでの上着（丸首の白色）、ズボン（紺色） ※山内小学校体育着と同じです。 

 (５)雨合羽・・・・安全面から、雨合羽を準備しましょう。 

  ★毎日の持ち物    

 

 

 

 

 

 

                 ※ 持ち物にはすべてひらがなで名前の記入をお願いします。 

 

９ 納付金について 
○月々の諸経費（ＰＴＡ会費、おやつ費等）は、毎月園だよりに詳細を載せます。園だよりと一緒に   

徴収袋を配りますので、幼稚園に納めてください。 

徴収金内訳…ＰＴＡ会費：250円、おやつ費：100円。（追加で別途徴収する場合があります。） 

○給食費の手続きについて         

   ※茶封筒の中の「口座振替依頼書」を記入後、金融機関の窓口に提出します。確認印をもらってから、

山内幼稚園に提出してください。 

※ゆうちょ銀行をご利用の方は書類を記入後、通調印を押して、幼稚園に提出してください。 

※幼稚園への提出日を３月１５日（金）までとさせていただきます。 

※一括納付を希望される方は、提出日に事務担当まで申し出てください。 

着替え、水筒、汚れた服を入れるポリ袋、タオルハンカチ、出席ノート 
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１０ 健康安全について 
 (１)幼稚園で発熱、腹痛、嘔吐などがあった時やケガなどで病院受診が必要な場合は、保護者へ連絡いた

します。 

 (２)虫歯は早めに治療しましょう。(５月頃に歯科検診があります) 

 (３)欠席や出席停止について 

  ①病気など何らかの理由で欠席する場合は、幼稚園へ届け出が必要です。必ず幼稚園へ電話、FAX、

欠席届用紙等による連絡をお願いします。 

  ②学校において予防すべき感染症について 

   ・感染症の場合は、学校保健安全法により欠席しなくてはなりません。但し、この場合は欠席ではな

く「出席停止」扱いになります。 

   ・感染症の症状がある時やその疑いのある時は、登園せずに医師の診察を受けてください。感染症と

診断されたら、必ず園に連絡してください。なお、診断書の提出は、必要はありません。 

    

 

 

 

   ・感染症等の予防に、手洗いうがい、部屋の換気、十分な睡眠、バランスのとれた食事等にご配慮   

お願いします。 

 (４)学校管理下での災害共済給付制度について（学校管理下でけがをした場合） 

   毎年、年度初めに全幼児の独立行政法人日本スポーツ振興センターへの加入手続きを行います。同 

センターは学校の管理下で起きたけがや、災害に対して医療費や見舞金などを支給する公的機関です。 

  ◆給付を受けられるのは？ 

   ・学校管理下でけがをしたとき 

   ・療養に関する診療点数が、500点以上のとき 

  ◆手続きの方法は？ 

・給付手続きは園が行います。上記の条件にあてはまるけがをした時は、担任までご連絡下さい。 

・園でお渡しする様式に、医療機関で記入してもらい、園に提出することで手続きが開始できます。 

※給付金請求の時効はけがをした日から２年間となっています。 

  ◆こんな場合は給付されません！ 

   ・総医療費が、5,000円未満のとき 

（本人負担が 1,500円未満のとき、医療点数が 500点未満のとき） 

   ・交通事故などで損害賠償を受けたとき 

   ・降園の途中、寄り道をしていたとき 

   ・生活保護を受けているとき 

※学校管理下となる範囲とは・・・ 

   ・園が編成した教育活動に基づく保育中 

   ・園の教育計画に基づく園外保育中（遠足・地域めぐり等） 

   ・通常の経路、方法による通園中（登園・降園） 

・インフルエンザ ・風しん（三日はしか） ・麻しん ・水痘（水ぼうそう）  

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ・流行性角結膜炎（はやりめ） ・百日咳 ・結核 

・咽頭結膜熱（プール熱） ・その他の感染症（新型コロナウイルス感染症等） 
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１１ 入園までにできるようにしましょう 
  子どもたちが楽しい園生活を始めるために基本的な生活習慣を身につけることが必要です。お子さんと

話し合いながら一つずつ、少しずつ身につけることができるよう、宜しくお願いします。 

(１) 早寝、早起きの習慣を身につけましょう。 

 

 

 

 

 

 

(２) 衣服の着脱が一人でできるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

(３) 歯磨き、洗顔、排泄が一人でできるようにしましょう。 

 

 

  

 

 

 

(４) 遊んだ後の片付けができるようにしましょう。 

  

 

 

 

 

 

(５) 元気よくあいさつや返事ができるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 朝起きたら洗顔、朝食、用便と朝の生活リズムを身に付けて

あげましょう。 

※ 自分でできるという自信と喜びを持たせましょう。 

   

※ 自分でおしりを拭けるようにしましょう。 

※ 排泄を済ませたら流せるようにしましょう。 

   

   

 

※ 片付けは自分でさせ、終わったら褒めてあげましょう。 

 

 

※ 「おはようございます」「こんにちは」「さようなら」等の

あいさつができるようにしましょう 

※ 名前を呼ばれたら「はい」と答えられるようにしましょう。 
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１２ 望ましい生活リズムのサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児が健康で豊かな生活をしていくために 

健全な心身の基礎を培う 

運 動 食 事 睡 眠 

早起き 

食事 

人とのかかわり 

睡眠 

すっきり 
 目覚め 

ぐっすり 
   眠る 

ごはんが 
おいしい 

家族と 

一緒で 
楽しい 

心豊かに 

気持ちが安定 

 

おなかがすいた くたびれた 

友
達
と
遊
ん
で 

楽
し
か
っ
た 

元気いっぱい 

体を動かす 
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特 別 支 援 教 育 

１ 特別支援教育とは 

  『特殊教育』・・・・・特殊学級や養護学校に在籍している子どもに対する特別な指導。 

 (特殊学級) 

 

  『特別支援教育』・・・通常学級に在籍している子ども達にも必要があれば学校全体で支援

していこうという考え方。(特別支援学級) 

 

   幼稚園でも、一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行えるように教師間で

共通理解や密な連携を図りながら園全体で支援体制を組み、特別支援教育を推進している

ところです。 

 

２ お子さんの様子で気になるところや心配なことはありませんか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした様子から、教師や家族に注意されたり、叱られたりすることが多くなるかもしれ

ません。しかし、子どももどうしてそんなことをしてしまうのか分からなかったり、悲しい

思いをしたりしていることがあります。 

また、このような様子が見られる子どもの中には、自閉症スペクトラムが疑われる場合が

あります。知的な発達の遅れは見られないこともあるため、わがままやなまけで本人の努力

不足と思われ、誤解を受けることもあります。 

    

子どもにとって一番大切なことは、早く気付いてあげて適切な支援を行うことです。  

入園した後でも、生活面や行動面などで気になることがありましたら、お気軽に相談して 

ください。 

 

※他にも学校や市には、子どもや保護者を助ける方がいます。 

   ◇こども相談・健康課・・沖縄市には、こどもに関する相談室があり、 

相談員が電話や来所相談に応じます。 

◇巡回相談員・・・・・・日程は限られていますが子どものことを何でも 

気軽に相談できます。 

○集中することが苦手で、じっと座れない。 

○先生の話をしっかり聞いていない。 

○忘れ物が多く、注意も持続しにくい。 

○すぐカッとなり、友達とけんかが多い。 

○不器用で運動が苦手、動きもぎこちない。 

○相手の気持ちや立場を考えることが苦手。 

○興味のあることばかり話して、会話がかみ合わない。 

 

 はぁ、どうしてだろう？ 

また、怒られた。 

 



 

令和３年７月 2日 

保護者各位 

沖縄市立山内小学校 

沖縄市立山内幼稚園 

                             校長・園長 中山 盛弥 

（公印省略） 

 

学校・幼稚園周辺における交通規制・安全指導協力依頼 
 

１ スクールゾーン及び登校（登園）・下校（降園）時の昇降場所について 

 山内小学校校門周辺は、児童の安全を守るためにスクールゾーンが設けられており、 

登下校（園）時は、進入制限があります。しかし、以下のような現状があります。 

 

・特に朝の登校（登園）時、スクールゾーンへの車の進入があること 

・スクールゾーンや校門近くの道路への駐停車があること 

・特に、幼稚園門側につながる道を徐行とはいえない速さで走る車があること 

  

子どもたちの安全な登校（登園）・下校（降園）が妨げられています。過去には、車と   

児童の接触事故も発生しております。 

 つきましては、児童の一層の安全確保のために、以下のこと守って下さるようお願いし

ます。                                  

記 

 

(1) 登校（登園）時、朝の 7 時 30 分から 8 時 30 分までの間は、進入禁止区間に

車を乗り入れない、駐車しない。【ただし、警察署や学校から許可を受けている車両を除く】 

(2) 特に、歩道のないような道幅の狭い道路での安全運転を心がける。 

   【地域からも交通事故発生を心配する声が学校に届いております】 

(3) 全ての園児・児童の安全のために、登下校（園）時の乗降場所は、他の子供 

たちに危険が及ばないよう、交通渋滞を引き起こさないような場所で行う。 

     

 

 

 

 

 

 

※7：30～8：30まで 

進入禁止区間です。 

※幼稚園門近くの駐車が

多い。歩行中の児童の横

をスピードを出して走る

車が多い。（制服の店とも

ぶん近く） 

添付１ 



２ 学校周辺での安全運転について 

  制服の店「ともぶん」さんの交差点からも多くの園児・児童・中学校の生徒も徒歩登

校しています。道幅が狭いため、ガードレールはなく、車道と歩道を区別するグリーン

ベルトとなっています。 

下の写真のように、子供たちは、壁際によって歩行していますが、車両がこのグリー

ンベルトに入り、対向車とすれ違うこともあります。また、雨天時傘をさして歩いてい

る子供のすぐそばを走り抜ける車もあります。 

 

学校においても、交通安全指導を継続していきますが、子供は急に体の向きを変えた

り、走り出したりすることがあります。 

 

学校周辺では徐行運転お願いします。 

また、学校周辺での駐車をご遠慮くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、スクールゾーンへの進入は、警察署に申請し、許可証が必要です。山内小学校

職員は警察署から許可を受けていることを申し添えておきます。また、けが等の正当な

理由により歩行困難な児童の保護者には学校から特別に車両通行許可証を発行しており

ます。 

令和 3年 7月 2日（金） 

登校時 

幼稚園門近くの様子 

 

 道幅が狭く、両方向から走

行する車があると、歩行者の

そばを車が通っています。 


